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介
護
人
材
の
確
保
に
関
す
る
質
問
主
意
書

厚
生
労
働
省
に
よ
れ
ば
、
六
十
五
歳
以
上
の
人
口
は
現
在
三
千
万
人
を
超
え
、
二
千
四
十
二
年
に
は
約
三
千
九
百
万
人
で

ピ
ー
ク
を
迎
え
、
そ
の
後
も
七
十
五
歳
以
上
の
人
口
割
合
は
増
加
す
る
。
今
後
急
速
に
高
齢
化
が
進
む
都
市
部
に
お
い
て
、
地

域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
く
た
め
に
は
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
介
護
人
材
を
確
保
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

介
護
人
材
の
確
保
に
向
け
て
は
、
都
道
府
県
ご
と
に
造
成
さ
れ
た
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
を
活
用
し
た
取
組
が
行
わ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
活
用
方
針
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
市
町
村
ご
と
の
地
域
特
性
を
踏
ま
え

た
取
組
に
活
用
で
き
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
指
定
都
市
市
長
会
は
「
指
定
都
市
が
必
要
な
人
材
確
保
に
向
け
た
実
践
的
な
取
組
を
加
速
さ
せ
て
い
く

た
め
に
は
、
都
道
府
県
だ
け
で
な
く
指
定
都
市
単
位
の
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
も
必
要
で
あ
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

介
護
人
材
の
不
足
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
。

二

前
述
の
通
り
、
指
定
都
市
市
長
会
か
ら
、
指
定
都
市
単
位
の
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
必
要
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

一



右
質
問
す
る
。

二


